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都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

は
、
市
の
実
情
に
即
し
た
ま
ち

づ
く
り
を
総
合
的
・
一
体
的
に

進
め
る
た
め
に
定
め
た
基
本
方

針
で
す
。
様
々
な
課
題
や
変
化

に
迅
速
に
対
応
し
、
都
市
づ
く

り
を
総
合
的
か
つ
体
系
的
に
展

開
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な

る
こ
と
か
ら
、
ま
ち
づ
く
り
に

関
連
す
る
分
野
と
連
携
を
図
り
、

目
指
す
べ
き
都
市
像
と
取
り
組

み
の
方
向
や
役
割
を
明
確
に
し
、

市
民
・
事
業
者
・
行

政
が
そ
れ
ら
を
共
有

し
な
が
ら
実
現
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
策
定
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ

く
り
に
関
連
す
る
各

分
野
に
お
い
て
大
き

な
幹
と
な
る
も
の
で
す
。
 

　
都
市
計
画
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
の
役
割
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。
 

○
私
た
ち
の
ま
ち
の

将
来
像
を
具
体
的
に

示
し
ま
す
。
 

○
市
の
定
め
る
都
市

計
画
の
指
針
と
な
り

ま
す
。
 

○
都
市
計
画
の
総
合
性
・
一
体

性
を
確
保
し
ま
す
。
 

○
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
理
解

を
深
め
ま
す
。
 

　
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
役
所
、

駅
前
出
張
所
、
図
書
館
な
ど
の

公
共
施
設
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、
７
月
１
日
か
ら
都
市
デ

ザ
イ
ン
課
で
販
売
（
一
、
〇
〇

〇
円
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
 

　
市
で
は
、
品
格
と
活
力
の
あ
る
ま
ち
　
や
し
お
　
を
目
指
し
て
、
市
民
・
事
業
者
・
行
政
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
に
実
施
し

て
い
ま
す
。
 

都
市
デ
ザ
イ
ン
課
蕁
　 

3
4
6

内 

　
市
民
・
事
業
者
・
市
が
協
働
で
、

八
潮
ら
し
い
美
し
い
都
市
景
観

を
創
り
守
る
た
め
に
必
要
な
基

本
的
な
理
念
や
役
割
を
明
確
に

し
た
「
八
潮
市
み
ん
な
で
景
観

ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
平
成
１７

年
４
月
に
制
定
し
ま
し
た
。
ま

た
、
景
観
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
の
基
本
と
な
る
「
八
潮

市
景
観
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」

を
平
成
１８
年
４
月
に
策
定
し
、

地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
景
観

施
策
の
基
本
方
針
を
定
め
ま
し

た
。
 

　
主
な
重
点
施
策
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。
 

○
ま
ち
の
景
観
づ
く
り
 

　
市
内
全
域
を
対
象
と
し
た
大

規
模
建
築
物
等
の
誘
導
基
準
の

制
定
や
、
地
域
の
特
性
を
生
か

し
た
街
並
み
誘
導
を
推
進
し
ま
す
。
 

○
自
然
・
地
域
文
化
の
景
観
づ

く
り
 

　
市
の
特
徴
的
な
自
然
景
観
で

あ
る
中
川
の
河
川
敷
に
広
が
る

水
辺
や
農
地
、
中
川
や
し
お
フ

ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
な
ど
の
活
用
に

よ
り
自
然
・
文
化
の
景
観
拠
点

の
形
成
を
促
進
し
ま
す
。
 

○
公
共
空
間
の
景
観
づ
く
り
 

　
市
の
顔
と
な
る
道
路
な
ど
を

選
定
・
位
置
付
け
る
と
と
も
に

整
備
を
行
い
、
ま
た
、
葛
西
用

水
の
余
剰
地
を
活
用
し
た
潤
い

空
間
の
整
備
を
推
進
し
ま
す
。
 

○
市
民
参
加
に
よ
る
景
観
づ
く

り
 

　
市
内
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
表
彰

制
度
等
の
各
種
啓
発
事
業
を
展

開
し
ま
す
。
 

　
さ
ら
に
、
一
定
規
模
以
上
の

建
築
物
等
を
建
て
る
際
に
、
「
景

観
形
成
基
準
（
配
置
・
規
模
・

形
態
・
意
匠
な
ど
）」
や
「
色
彩

基
準
（
外
壁
の
色
）」
が
決
め
ら

れ
た
八
潮
市
景
観
計
画
を
平
成

１９
年
３
月
に
策
定
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
、
平
成
１９
年
７
月

か
ら
実
施
し
、
現
在
ま
で
に
基

準
に
適
合
し
た
建
物
１３０
棟
以
上

が
完
成
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、

改
善
を
命
令
し
ま
す
。
 

　
良
好
な
街
並
み
形
成
に
向
け

て
、
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限

度
を
定
め
る
「
高
度
地
区
」
を

平
成
１９
年
３
月
に
決
定
し
、
住

環
境
や
工
場
の
操
業
環
境
等
の

保
全
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

屋
外
広
告
物
を
規
制
す
る
た
め

「
八
潮
市
屋
外
広
告
物
条
例
」

を
制
定
し
、
地
域
性
に
配
慮
し

た
広
告
物
の
誘
導
を
図
っ
て
い

ま
す
。
 

　
特
に
、
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
沿
線
１００
メ
ー
ト
ル
以
内
で
は

鉄
道
に
向
け
て
表
示
す
る
一
般

広
告
物
と
屋
上
利
用
広
告
を
禁

止
す
る
地
域
に
設
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
八
潮
駅
周
辺
の
商
業
地

域
お
よ
び
近
隣
商
業
地
域
で
は

一
般
広
告
物
と
屋
上
利
用
広
告

の
設
置
を
禁
止
す
る
区
域
と
し

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
乱
雑

な
広
告
物
の
規
制
を
し
て
い
ま

す
。
 

　
市
内
の
道
路
上
に
あ
る
電
柱
、

街
灯
柱
な
ど
へ
の
は
り
紙
、
は

り
札
、
広
告
旗
、
立
看
板
は
禁

止
で
す
。
 

　
ま
ち
の
美
観
や
交
通
の
妨
げ

の
要
因
と
な
っ
て
い
る
は
り
紙

や
立
看
板
の
違
反
簡
易
広
告
物

な
ど
の
除
却
作
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
除
去
作
業
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
に
も
ご
協
力
を
い

た
だ
い
い
て
い
ま
す
。
１
回
の

作
業
で
、
１００
枚
以
上
の
違
法
な

看
板
が
撤
去
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

立
看
板
 

は
り
札
 

は
り
紙
 

電柱 

広告旗 立
看
板
 

立
看
板
 

街路樹 
ガードレール 

道路標識 

高度地区 屋上看板 

住宅 
不可能 

15m 
住宅可能 

高さ25mを超える 
建築は不可能 

25m

第一種高度地区 
（一部を除く工業地域） 

第二種高度地区 

屋上利用広告 

大
特
価

○
△
開
催
中

○□△□ 

△○デパート 

△○デパート 

…………… ……… 

市民によるはり紙除却作業 

突出した 
屋根の 
意匠・形態 

地域で培われた 
意匠・形態 


